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(57)【要約】
【課題】　既存の構内交換機やその収容可能な端末を、
ナースコールシステムに組み込むことができるようにす
る。
【解決手段】　本発明は、呼出操作子を備える複数の子
機を収容している親機と、子機からの呼出対象となる複
数の内線端末とを有するナースコールシステムに関する
。複数の内線端末を収容した広く出回っている第１の構
内交換機（ＰＢＸ）と、親機及び第１のＰＢＸ間に介在
する第２のＰＢＸとを備える。第１のＰＢＸは、第２の
ＰＢＸとのインタフェース（ＩＦ）部として、ＢＲＩに
準拠した外線用ＩＦ部を適用している。また、第２のＰ
ＢＸは、第１のＰＢＸとのＩＦ部として、ＢＲＩに準拠
した内線用ＩＦ部を適用し、親機とのＩＦ部として、レ
イヤ１及びレイヤ２についてＢＲＩに準拠した内線用Ｉ
Ｆであって、レイヤ３については、呼出操作子の操作に
伴う呼設定信号の授受に関し、特殊ＩＦを適用したＩＦ
部を適用している。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　呼出操作子を備える複数のナースコール子機を収容しているナースコール親機と、上記
ナースコール子機の呼出操作子の操作時において呼出対象となる複数の内線端末とを有す
るナースコールシステムにおいて、
　複数の上記内線端末を収容した第１の構内交換機と、
　上記ナースコール親機及び上記第１の構内交換機間に介在する第２の構内交換機とを備
え、
　上記第１の構内交換機における、上記第２の構内交換機とのインタフェース部として、
ＩＳＤＮ基本インタフェースに準拠した外線用インタフェース部を適用し、
　上記第２の構内交換機における、上記第１の構内交換機とのインタフェース部として、
ＩＳＤＮ基本インタフェースに準拠した内線用インタフェース部を適用し、
　上記第２の構内交換機における、上記ナースコール親機とのインタフェース部として、
レイヤ１及びレイヤ２についてＩＳＤＮ基本インタフェースに準拠した内線用インタフェ
ースであって、レイヤ３については、上記呼出操作子の操作に伴う呼設定信号の授受に関
し、特殊インタフェースを適用したインタフェース部を適用した
　ことを特徴とするナースコールシステム。
【請求項２】
　呼出操作子を備える複数のナースコール子機を収容しているナースコール親機と、上記
ナースコール子機の呼出操作子の操作時において呼出対象となる複数の内線端末と、第２
の構内交換機とのインタフェース部としてＩＳＤＮ基本インタフェースに準拠した外線用
インタフェース部を適用した、複数の上記内線端末を収容した第１の構内交換機と、上記
ナースコール親機及び上記第１の構内交換機間に介在する上記第２の構内交換機とを備え
たナースコールシステムにおける上記第２の構内交換機が該当する構内交換機であって、
　上記第１の構内交換機とのインタフェース部として、ＩＳＤＮ基本インタフェースに準
拠した内線用インタフェース部を適用し、
　上記ナースコール親機とのインタフェース部として、レイヤ１及びレイヤ２についてＩ
ＳＤＮ基本インタフェースに準拠した内線用インタフェースであって、レイヤ３について
は、上記呼出操作子の操作に伴う呼設定信号の授受に関し、特殊インタフェースを適用し
たインタフェース部を適用した
　ことを特徴とする構内交換機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、構内交換機（以下、ＰＢＸと呼ぶ）及びナースコールシステムに関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　従来のナースコールシステムとして、特許文献１に記載されたものがある。この従来の
ナースコールシステムは、ナースコール制御機に複数機種のＰＢＸの通信手順に対応する
プログラムをメモリに格納でき、適用するＰＢＸのプログラムを選択し、ナースコール親
機に対してナースコール制御機を介して上記複数機種の中の任意機種のＰＢＸを接続可能
としたものである。
【０００３】
　この従来のナースコールシステムによれば、メモリから読み出した通信手順のプログラ
ムにより制御されているＩＳＤＮ基本インタフェース（以下、ＢＲＩと呼ぶこともある）
を使用することで、呼出す携帯端末の情報を含む端末呼出報知信号をＰＢＸに与え、ＰＢ
Ｘは全ての携帯端末に端末呼出報知信号を伝送し、そうすることで携帯端末を呼出すこと
を可能としている。
【０００４】
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　従来のナースコールシステムにおいては、端末呼出報知信号をＰＢＸに与えると、ＰＢ
Ｘは複数の携帯端末を呼び出していることから、レイヤ１及びレイヤ２はＩＳＤＮ基本イ
ンタフェースに準拠しているが、レイヤ３（非特許文献１参照）については独自フォーマ
ットのプロトコルであると言うことができる。
【特許文献１】特開２００５－２６９２２７号公報
【非特許文献１】ＴＴＣ標準　ＪＴ－Ｑ９３１　ユーザ・網インタフェース　レイヤ３仕
様
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１記載の従来のナースコールシステムにおいては、ナースコー
ル制御機から携帯端末を呼出す端末呼出報知信号を受信するＰＢＸは、独自フォーマット
のプロトコルに対応する必要が生じ、汎用的フォーマットのプロトコルに対応できるＰＢ
Ｘや、そのようなＰＢＸに収容可能な携帯端末などの端末をナースコールシステムに組み
込めないという課題がある。
【０００６】
　汎用的フォーマットのプロトコルに対応できるＰＢＸは、既に多くのものが実用化され
ており、そのようなＰＢＸを利用してナースコールシステムを構築できたならば、開発設
計を容易にできると共に、システムのコストを抑えることも可能となる。
【０００７】
　そのため、既存の構内交換機及びその収容可能な端末を、システムに組み込むことも可
能なナースコールシステムが求められており、また、そのようなナースコールシステムを
実現するためのアダプタ装置（構内交換機）も求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　第１の本発明は、呼出操作子を備える複数のナースコール子機を収容しているナースコ
ール親機と、上記ナースコール子機の呼出操作子の操作時において呼出対象となる複数の
内線端末とを有するナースコールシステムにおいて、（１）複数の上記内線端末を収容し
た第１の構内交換機と、（２）上記ナースコール親機及び上記第１の構内交換機間に介在
する第２の構内交換機とを備え、（３）上記第１の構内交換機における、上記第２の構内
交換機とのインタフェース部として、ＩＳＤＮ基本インタフェースに準拠した外線用イン
タフェース部を適用し、（４）上記第２の構内交換機における、上記第１の構内交換機と
のインタフェース部として、ＩＳＤＮ基本インタフェースに準拠した内線用インタフェー
ス部を適用し、（５）上記第２の構内交換機における、上記ナースコール親機とのインタ
フェース部として、レイヤ１及びレイヤ２についてＩＳＤＮ基本インタフェースに準拠し
た内線用インタフェースであって、レイヤ３については、上記呼出操作子の操作に伴う呼
設定信号の授受に関し、特殊インタフェースを適用したインタフェース部を適用したこと
を特徴とする。
【０００９】
　第２の本発明は、呼出操作子を備える複数のナースコール子機を収容しているナースコ
ール親機と、上記ナースコール子機の呼出操作子の操作時において呼出対象となる複数の
内線端末と、第２の構内交換機とのインタフェース部としてＩＳＤＮ基本インタフェース
に準拠した外線用インタフェース部を適用した、複数の上記内線端末を収容した第１の構
内交換機と、上記ナースコール親機及び上記第１の構内交換機間に介在する上記第２の構
内交換機とを備えたナースコールシステムにおける上記第２の構内交換機が該当する構内
交換機であって、（１）上記第１の構内交換機とのインタフェース部として、ＩＳＤＮ基
本インタフェースに準拠した内線用インタフェース部を適用し、（２）上記ナースコール
親機とのインタフェース部として、レイヤ１及びレイヤ２についてＩＳＤＮ基本インタフ
ェースに準拠した内線用インタフェースであって、レイヤ３については、上記呼出操作子
の操作に伴う呼設定信号の授受に関し、特殊インタフェースを適用したインタフェース部
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を適用したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、既存の構内交換機及びその収容可能な端末を、ナースコールシステム
に組み込むことも可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
（Ａ）主たる実施形態
　以下、本発明による構内交換機（ＰＢＸ）及びナースコールシステムの一実施形態を、
図面を参照しながら詳述する。
【００１２】
（Ａ－１）実施形態の構成
　図１は、実施形態に係るナースコールシステムの全体構成を示すブロック図である。
【００１３】
　図１において、実施形態のナースコールシステム１は、図示しないナースコール子機（
図６では符号６で示している）、ナースコール親機２、第１のＰＢＸ（以下、アダプタＰ
ＢＸと呼ぶ）３、第２のＰＢＸ（以下、既存ＰＢＸと呼ぶ）４及び内線ＰＨＳ端末５（Ｐ
ＨＳ－Ａ～ＰＨＳ－Ｄ；５－Ａ～５－Ｄ）を有する。
【００１４】
　ナースコール子機は、病室ごと又は患者ごとに設置されていて、各種のボタンや、通話
用のスピーカ及びマイクなどが有する患者とのインタフェース手段であり、ボタンの中に
は、ナースなどを呼び出すための呼出ボタンも設けられている。
【００１５】
　ナースコール親機２は、複数のナースコール子機を収容しており、ナースコール子機の
呼出ボタンからの操作から始まる、内線ＰＨＳ端末５の呼出し動作時には、呼制御や交換
機能を担っているものである。この実施形態の場合、ナースコール親機２は、アダプタＰ
ＢＸ３と１又は複数の回線を介して接続されており、アダプタＰＢＸ３から見て、内線端
末と同様に振舞うものである。
【００１６】
　ナースコール親機２は、図示は省略するが、機能的には、子機情報を管理している情報
管理部と、呼制御信号処理部とを有し、いずれかのナースコール子機から呼出信号が与え
られたときに、そのナースコール子機の呼び出しに対応する複数の内線ＰＨＳ端末（例え
ば５－Ａ～５－Ｄ）の情報を取り出し、その内線端末情報を含むグループ内端末呼設定信
号（ＢＲＩのＳＥＴＵＰメッセージに対応する）を形成して、アダプタＰＢＸ３に送出す
るものである。例えば、ナースコール子機が設けられているフロアや、そのフロアにおけ
る子機が設けられているいずれかの区画を所管する複数の看護婦が携帯する内線ＰＨＳ端
末の情報がグループ内端末呼設定信号に挿入される。ここで、ナースコール親機２が複数
の回線を介してアダプタＰＢＸ３に接続されている場合には、ナースコール親機２は、内
蔵する対応付けテーブルを参照し、呼出信号を送出したナースコール子機に対応した回線
にグループ内端末呼設定信号を送出する。
【００１７】
　ここで、ナースコール親機２及びアダプタＰＢＸ３間のインタフェースは、レイヤ１及
びレイヤ２についてはＢＲＩに従っているが、レイヤ３については、全て又は一部のメッ
セージに関し、ＢＲＩに準拠していない特殊インタフェースに従っている。特殊インタフ
ェースは、ナースコール親機２及びアダプタＰＢＸ３が共に受信メッセージを処理でき、
必要な送信メッセージを組み立てることができるインタフェースになっている。
【００１８】
　図２は、ナースコール親機２からアダプタＰＢＸ３への、特殊インタフェースに従うグ
ループ内端末呼設定信号の構成を示す説明図である。特殊インタフェースのグループ内端
末呼設定信号には、呼び出す内線ＰＨＳ端末の番号の記載欄が設けられており、この欄に
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、呼出信号を送出したナースコール子機に対応する複数の内線ＰＨＳ端末（例えば５－Ａ
～５－Ｄ）の番号が挿入される。
【００１９】
　アダプタＰＢＸ３は、ナースコール親機２及び既存ＰＢＸ４間の呼制御信号や通話信号
の授受の仲介を実行するものであり、図３に示すような内部構成を有する。アダプタＰＢ
Ｘ３に接続されるナースコール親機２の台数は１台に限定されるものではなく、また、ア
ダプタＰＢＸ３に接続される既存ＰＢＸ４の台数は１台に限定されるものではない。後述
する既存ＰＢＸ４は、内線回線及び外線回線を合わせた多くの回線に対応できるものであ
るが、アダプタＰＢＸ３は、グループ内端末呼設定信号に挿入される内線ＰＨＳ端末の最
大挿入数や、１又は複数のナースコール親機２との間で接続を要する内線回線数の和の回
線数に少なくとも対応できる規模のものであれば良い。
【００２０】
　図３において、アダプタＰＢＸ３は、第１のＩＳＤＮ内線インタフェース回路１０と、
ディジタルスイッチ１１と、第２のＩＳＤＮ内線インタフェース回路１２と、制御部１３
とを有する。
【００２１】
　第１のＩＳＤＮ内線インタフェース回路１０は、ナースコール親機２側との内線回線数
だけ設けられ、ナースコール親機２との回線（内線回線）を終端するものであり、レイヤ
１及びレイヤ２についてはＢＲＩに従っているものであり、レイヤ３については特殊イン
タフェースに対応できるものである。第１のＩＳＤＮ内線インタフェース回路１０は、ナ
ースコール親機２からの呼制御信号（Ｄチャネル信号）を制御部１３に与えると共に、ナ
ースコール親機２からの通話信号（Ｂチャネル信号）をディジタルスイッチ１１に与える
ものである。また、第１のＩＳＤＮ内線インタフェース回路１０は、制御部１３からの呼
制御信号やディジタルスイッチ１１からの通話信号をナースコール親機２側に送出するも
のである。
【００２２】
　例えば、図１に示すように、ナースコール親機２側との内線回線数、若しくはそれ以上
の回線数分の第１のＩＳＤＮ内線インタフェース回路１０を搭載したＢＲＩ内線パッケー
ジ（ＢＲＩ内線ＰＫＧ）１０Ｐを利用して、アダプタＰＢＸ３に第１のＩＳＤＮ内線イン
タフェース回路１０を搭載するようにすれば良い。
【００２３】
　ディジタルスイッチ１１は、制御部１３の制御下で通話信号を交換するものである。
【００２４】
　第２のＩＳＤＮ内線インタフェース回路１２は、グループ呼出に係る内線ＰＨＳ端末の
最大数に対応した数だけ少なくとも設けられているものであり、既存ＰＢＸ４と接続され
ている回線を終端するものであり、レイヤ１～レイヤ３についてはＢＲＩに従っているも
のである。ここで、既存ＰＢＸ４との接続回線は、アダプタＰＢＸ３から見て内線であり
、一方、既存ＰＢＸ４から見て外線である。第２のＩＳＤＮ内線インタフェース回路１２
は、既存ＰＢＸ４からの呼制御信号を制御部１３に与えると共に、既存ＰＢＸ４からの通
話信号をディジタルスイッチ１１に与えるものである。また、第２のＩＳＤＮ内線インタ
フェース回路１２は、制御部１３からの呼制御信号やディジタルスイッチ１１からの通話
信号を既存ＰＢＸ４側に送出するものである。
【００２５】
　例えば、図１に示すように、既存ＰＢＸ４側との、グループ呼出に係る内線ＰＨＳ端末
の最大数、若しくはそれ以上の回線数分の第２のＩＳＤＮ内線インタフェース回路１２を
搭載したＢＲＩ内線パッケージ（ＢＲＩ内線ＰＫＧ）１２Ｐを利用して、アダプタＰＢＸ
３に第２のＩＳＤＮ内線インタフェース回路１２を搭載するようにすれば良い。
【００２６】
　制御部１３は、例えば、ＣＰＵやそれが実行するプログラムなどが該当し、当該アダプ
タＰＢＸ３に係る呼制御を実行するものである。制御部１３は、ナースコール親機２から
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グループ内端末呼設定信号が到来した場合に対応して処理するグループ呼出処理部（例え
ば、プロセスとして生起する）１３Ａを有する。
【００２７】
　グループ呼出処理部１３Ａは、グループ内端末呼設定信号を受信したときには、そのグ
ループ内端末呼設定信号に番号が含まれている内線ＰＨＳ端末をそれぞれ呼び出すための
図４に示すような呼設定信号を作り直し、既存ＰＢＸ４側に送出させ、既存ＰＢＸ４側か
ら、いずれかの内線ＰＨＳ端末が接続応答した旨の呼制御信号（接続応答信号）が与えら
れたときには、その内線ＰＨＳ端末とナースコール親機２側との通話路を確立させると共
に、他の内線ＰＨＳ端末への呼び出しを終了（途中放棄）させるものである。
【００２８】
　ここで、グループ内端末呼設定信号の情報から作り直された呼設定信号は、図４に示す
ように、着番号欄を有するＢＲＩに従ったものであり（非特許文献１参照）、この着番号
欄に、グループ内端末呼設定信号に含まれている内線ＰＨＳ端末の番号が挿入される。従
って、この呼設定信号を、既存ＰＢＸ４はＩＳＤＮ網から与えられた呼設定信号に見るこ
とができるものである。
【００２９】
　また、グループ呼出処理部１３Ａは、作成し直した複数の呼設定信号を、既存ＰＢＸ４
とのどの回線に出力するかのデータを局データとして記憶している。例えば、グループ呼
出処理部１３Ａは、グループ内端末呼設定信号が到来した内線回線と、複数の呼設定信号
を送出する既存ＰＢＸ４との接続回線とを対応付けた局データを保持し、グループ内端末
呼設定信号が到来した内線回線に応じて、複数の呼設定信号を送出する既存ＰＢＸ４との
接続回線を定める。
【００３０】
　既存ＰＢＸ４は、ＢＲＩに従う外線（ＢＲＩ外線）を収容しており、このＢＲＩ外線が
、上述のようにアダプタＰＢＸ３との接続回線となっている。既存ＰＢＸ４は、当該ナー
スコールシステム１の構成要素となっているが、例えば、当該ナースコールシステム１が
設けられている病院などの施設における中心的なＰＢＸであり、ナースコール機能以外の
交換処理も実行するものである。一般的に、市販されているＰＢＸの多くは、ＢＲＩ内線
を収容できないが、ＢＲＩ外線を収容することができるものとなっており、このような一
般的なＰＢＸを、この実施形態の既存ＰＢＸ４に適用すれば良い。そのため、既存ＰＢＸ
４の内部構成の説明は省略する。なお、図１では、ＢＲＩ外線の収容構成がパッケージ化
（ＢＲＩ外線パッケージ）されて既存ＰＢＸ４に設けられている場合を示している。
【００３１】
　内線ＰＨＳ端末５（ＰＨＳ－Ａ～ＰＨＳ－Ｄ；５－Ａ～５－Ｄ）はそれぞれ、看護婦な
どの患者からの呼び出しに対応できる者が携帯しているものであり、既存ＰＢＸ４に、内
線端末として収容されているものである。
【００３２】
（Ａ－２）実施形態の動作
　次に、以上のような構成を実施形態のナースコールシステム１の動作を、図面を参照し
ながら説明する。
【００３３】
　まず、ナースコール子機の呼出ボタンが操作された場合の動作を、図５及び図６を参照
しながら説明する。図５は、グループ内端末呼設定信号及び個別の呼設定信号の流れを示
す説明図であり、図６は、ナースコール子機の呼出ボタンが操作された場合の一連の動作
を示すシーケンス図である。
【００３４】
　図５において、図示しないナースコール子機の呼出ボタンが操作され、ナースコール親
機２に、そのナースコール子機から呼出信号が与えられたときには、ナースコール親機２
において、そのナースコール子機の呼び出しに対応する複数の内線ＰＨＳ端末（例えば５
－Ａ～５－Ｄ）の情報が取り出され、その内線端末情報を含む図２に示したグループ内端
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末呼設定信号が形成され、呼出信号を送出したナースコール子機に対応した回線に送出さ
れ、アダプタＰＢＸ３に与えられる。
【００３５】
　アダプタＰＢＸ３においては、グループ内端末呼設定信号が与えられると、そのグルー
プ内端末呼設定信号に番号が含まれている内線ＰＨＳ端末をそれぞれ呼び出すための図４
に示した呼設定信号が作成され、内部記憶の局データによって定まる既存ＰＢＸ４との接
続回線に作成された呼設定信号（ＳＥＴＵＰ（１００）～ＳＥＴＵＰ（１０２））が送出
される。
【００３６】
　自己から見てＢＲＩ外線である複数の回線から呼設定信号が与えられた既存ＰＢＸ４は
、その呼設定信号における着番号に基づき、操作されたナースコール子機の呼出ボタンに
対応する内線ＰＨＳ端末５－Ａ～５－Ｄに呼設定信号を送信する。
【００３７】
　以上のように、ＢＲＩについては外線機能しか持たない既存ＰＢＸ４に、内線ＰＨＳ端
末を収容させても、ナースコール子機の呼出ボタンン操作に応じた複数の内線ＰＨＳ端末
を呼び出すことができる。
【００３８】
　以上のような複数の内線ＰＨＳ端末への呼び出し動作を、図６のシーケンス図に従って
説明する。
【００３９】
　ナースコール子機６の呼出ボタンが操作されると、その旨がナースコール親機２に通知
される（Ｓ１００）。そのとき、ナースコール親機２は、そのナースコール子機６の呼び
出しに対応する複数の内線ＰＨＳ端末（例えば５－Ａ～５－Ｄ）の情報を含む図２に示し
たグループ内端末呼設定信号（ＢＲＩのＳＥＴＵＰメッセージに対応する）を形成して、
呼出ボタンの操作を通知したナースコール子機６に対応した回線に送出し（Ｓ１０１）、
このグループ内端末呼設定信号がアダプタＰＢＸ３に到達する。
【００４０】
　アダプタＰＢＸ３は、ナースコール親機２側のＢＲＩ内線からグループ内端末呼設定信
号を受信すると、受信したことを表す着信受付（ＢＲＩのＣＡＬＬ　ＰＲＯＣメッセージ
に相当）をナースコール親機２に返信した後（Ｓ１０２）、さらに、呼出中を表す呼出（
ＢＲＩのＡＬＥＲＴメッセージに相当）をナースコール親機２に返信する（Ｓ１０３）。
【００４１】
　また、アダプタＰＢＸ３は、受信したグループ内端末呼設定信号に番号が含まれている
内線ＰＨＳ端末をそれぞれ呼び出すための図４に示した呼設定信号（ＳＥＴＵＰ（１００
）～ＳＥＴＵＰ（１０３））が作成され、グループ内端末呼設定信号を受信したナースコ
ール親機２側のＢＲＩ内線に対応した、既存ＰＢＸ４側のＢＲＩ内線に対し作成した呼設
定信号を送信する（Ｓ１０４－Ａ～Ｓ１０４－Ｄ）。
【００４２】
　既存ＰＢＸ４は、受信した複数の呼設定信号をそれぞれ、その呼設定信号で着端末とし
て規定されている内線ＰＨＳ端末５－Ａ～５－Ｄに送信する（Ｓ１０５－Ａ～Ｓ１０５－
Ｄ）。各内線ＰＨＳ端末５－Ａ～５－Ｄはそれぞれ、既存ＰＢＸ４から呼設定信号を受信
すると、受信したことを表す着信受付（ＣＡＬＬ　ＰＲＯＣ（１００）～ＣＡＬＬ　ＰＲ
ＯＣ（１０３））を既存ＰＢＸ４に返信した後（Ｓ１０６－Ａ～Ｓ１０６－Ｄ）、さらに
、呼出中を表す呼出（ＡＬＥＲＴ（１００）～ＡＬＥＲＴ（１０３））を既存ＰＢＸ４に
返信する（Ｓ１０８－Ａ～Ｓ１０８－Ｄ）。
【００４３】
　既存ＰＢＸ４は、各内線ＰＨＳ端末５－Ａ～５－Ｄからの着信受付を受信すると、その
着信受付をアダプタＰＢＸ３に転送し（Ｓ１０７－Ａ～Ｓ１０７－Ｄ）、各内線ＰＨＳ端
末５－Ａ～５－Ｄからの呼出を受信すると、その呼出をアダプタＰＢＸ３に転送する（Ｓ
１０９－Ａ～Ｓ１０９－Ｄ）。
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【００４４】
　以上のようにしてナースコールシステム１の全体が呼出中の状態になる。ここで、一斉
の呼出に対して、内線ＰＨＳ端末５－Ａにおいて最も早くオフフックされ、内線ＰＨＳ端
末５－Ａがそのことを表す応答（ＣＯＮＮ（１００））を送出したとする（Ｓ１１０）。
【００４５】
　既存ＰＢＸ４は、この応答をアダプタＰＢＸ３に転送し（Ｓ１１１）、アダプタＰＢＸ
３は、この受信により、応答（ＢＲＩのＣＯＮＮに対応する）をナースコール親機２に送
出する（Ｓ１１２）。なお、アダプタＰＢＸ３とナースコール親機２とのインタフェース
におけるレイヤ３は、必ずしもＢＲＩに従っていないので、この際の応答もＢＲＩに従っ
ている必要はない。但し、グループ内端末呼設定信号とは異なり、ＢＲＩに準拠したもの
であっても良い。
【００４６】
　ナースコール親機２は、応答の受信により、ナースコール子機６との通話路を確立させ
、応答確認（ＢＲＩのＣＯＮＮ　ＡＣＫに対応する）をアダプタＰＢＸ３に返信し（Ｓ１
１３）、アダプタＰＢＸ３及び既存ＰＢＸ４はそれぞれ応答確認（ＣＯＮＮ　ＡＣＫ（１
００））を転送させ（Ｓ１１４、Ｓ１１５）、内線ＰＨＳ端末５－Ａに応答確認が到達す
る。
【００４７】
　以上のようにして、ナースコール子機６及び内線ＰＨＳ端末５－Ａが通話中の状態にな
る。
【００４８】
　アダプタＰＢＸ３は、応答確認（ＣＯＮＮ　ＡＣＫ（１００））の転送送信後には、呼
出に応答していない他の内線ＰＨＳ端末５－Ｂ～５－Ｄの呼出状態を解放させるべく、切
断（ＤＩＳＣ（１０１）～ＤＩＳＣ（１０３））を既存ＰＢＸ４に送信し（Ｓ１１６－Ｂ
～Ｓ１１６－Ｄ）、既存ＰＢＸ４は、これらの切断を該当する内線ＰＨＳ端末５－Ｂ～５
－Ｄへ転送送信する（Ｓ１１７－Ｂ～Ｓ１１７－Ｄ）。
【００４９】
　各内線ＰＨＳ端末５－Ｂ～５－Ｄはそれぞれ、切断を受信すると、呼出中の呼を解放し
て解放（ＲＥＬ（１０１）～ＲＥＬ（１０３））を既存ＰＢＸ４に返信し（Ｓ１１８－Ｂ
～Ｓ１１８－Ｄ）、既存ＰＢＸ４は、これらの解放を受信すると、アダプタＰＢＸ３に転
送すると共に（Ｓ１１９－Ｂ～Ｓ１１９－Ｄ）、当該既存ＰＢＸ４における解放動作を実
行して解放完了（ＲＥＬ　ＣＯＭＰ（１０１）～ＲＥＬ　ＣＯＭＰ（１０３））を内線Ｐ
ＨＳ端末５－Ｂ～５－Ｄへ返信する（Ｓ１２０－Ｂ～Ｓ１２０－Ｄ）。
【００５０】
　アダプタＰＢＸ３は、解放を受信すると、当該アダプタＰＢＸ３における解放動作を実
行して解放完了（ＲＥＬ　ＣＯＭＰ（１０１）～ＲＥＬ　ＣＯＭＰ（１０３））を既存Ｐ
ＢＸ４へ返信する（Ｓ１２１－Ｂ～Ｓ１２１－Ｄ）。
【００５１】
　図７は、一斉の呼び出しに応じた内線ＰＨＳ端末５－Ａ以外の他の内線ＰＨＳ端末５－
Ｂ～５－Ｄの呼出状態を解放させる他のシーケンスを示すシーケンス図であり、上述した
図６におけるステップＳ１１５の処理が終わった以降のシーケンスを示している。
【００５２】
　アダプタＰＢＸ３は、応答確認（ＣＯＮＮ　ＡＣＫ（１００）；図６のＳ１１５参照）
の転送送信後には、呼出に応答していない他の内線ＰＨＳ端末５－Ｂ～５－Ｄの呼出状態
の呼に関し、当該アダプタＰＢＸ３で解放し、その旨を通知する解放（ＲＥＬ（１０１）
～ＲＥＬ（１０３））を既存ＰＢＸ４に送信し（Ｓ１５０－Ｂ～Ｓ１５０－Ｄ）、既存Ｐ
ＢＸ４は、これらの解放を受信すると、該当する内線ＰＨＳ端末５－Ｂ～５－Ｄへ転送送
信する（Ｓ１５１－Ｂ～Ｓ１５１－Ｄ）。
【００５３】
　各内線ＰＨＳ端末５－Ｂ～５－Ｄは、解放の受信により呼（チャネル）を解放し、解放
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の完了を表す解放完了（ＲＥＬ　ＣＯＭＰ（１０１）～ＲＥＬ　ＣＯＭＰ（１０３））を
既存ＰＢＸ４へ返信する（Ｓ１５２－Ｂ～Ｓ１５２－Ｄ）。既存ＰＢＸ４は、当該既存Ｐ
ＢＸ４における該当する呼の解放動作を行い、解放完了（ＲＥＬ　ＣＯＭＰ（１０１）～
ＲＥＬ　ＣＯＭＰ（１０３））をアダプタＰＢＸ３に送信する（Ｓ１５３－Ｂ～Ｓ１５３
－Ｄ）。
【００５４】
　次に、ある内線ＰＨＳ端末からあるナースコール子機を呼び出す場合の動作を、図８の
シーケンス図を参照しながら説明する。以下では、内線ＰＨＳ端末５－Ａがナースコール
子機６－Ａを呼び出すとして動作を説明する。
【００５５】
　内線ＰＨＳ端末５－Ａからナースコール子機６－Ａを呼び出す場合、内線ＰＨＳ端末５
－Ａの携帯者は、ＩＳＤＮ局線（ＢＲＩ外線）発信を指示する特番（図８では「１０」と
している）と、ナースコール親機２を指定していることを表す親機指定特番（図８では「
９９」としている）と、発呼先のナースコール子機６－Ａを収容しているナースコール親
機２の番号（図８では「１」としている）と、発呼先のナースコール子機６－Ａを特定す
る番号（図８では「Ａ」としている）とをキー入力した後、発信ボタンンを操作する。な
お、ワンタッチダイヤル機能などを利用しても良いことは勿論である。このとき、内線Ｐ
ＨＳ端末５－Ａは、入力された各種番号を含む呼設定信号（ＳＥＴＵＰ（１０＋９９＋１
＋Ａ））を既存ＰＢＸ４に送出する（Ｓ２００）。
【００５６】
　既存ＰＢＸ４は、このような呼設定信号（ＳＥＴＵＰ（１０＋９９＋１＋Ａ））を受信
すると、その呼設定に対する確認を表す呼設定確認（ＳＥＴＵＰ　ＡＣＫ）と、その呼設
定のための処理中を表す呼設定受付（ＣＡＬＬ　ＰＲＯＣ）とを内線ＰＨＳ端末５－Ａに
返信する（Ｓ２０１、Ｓ２０２）。また、既存ＰＢＸ４は、局線発信特番、親機指定特番
、親機番号などに応じて定まるＢＲＩ回線を利用して、受信した呼設定信号をアダプタＰ
ＢＸ３に転送する（Ｓ２０３）。なお、アダプタＰＢＸ３に転送する呼設定信号（ＳＥＴ
ＵＰ（９９＋１＋Ａ））からは、局線発信特番は除去されている。
【００５７】
　アダプタＰＢＸ３は、このような呼設定信号（ＳＥＴＵＰ（９９＋１＋Ａ））を受信す
ると、親機指定特番、親機番号などに応じて定まるナースコール親機２に対し、親機指定
特番、親機番号などに応じて定まるＢＲＩ内線を介して、受信した呼設定信号を転送する
（Ｓ２０４）。なお、ナースコール親機２に転送する呼設定信号（ＳＥＴＵＰ（Ａ））か
らは、親機指定特番、親機番号は除去されている。また、アダプタＰＢＸ３は、呼設定の
ための処理中を表す呼設定受付（ＣＡＬＬ　ＰＲＯＣ）を既存ＰＢＸ４に返信する（Ｓ２
０５）。
【００５８】
　ナースコール親機２は、このような呼設定信号（ＳＥＴＵＰ（Ａ））を受信すると、呼
設定のための処理中を表す呼設定受付（ＣＡＬＬ　ＰＲＯＣ）をアダプタＰＢＸ３に返信
すると共に（Ｓ２０６）、呼設定信号に挿入されている子機特定番号で特定されるナース
コール子機６－Ａとの接続動作を行う（Ｓ２０７）。
【００５９】
　ナースコール親機２は、ナースコール子機６－Ａがオフフックするとその旨を表す応答
（ＣＯＮＮ）をアダプタＰＢＸ３に送信し（Ｓ２０８）、アダプタＰＢＸ３はその応答確
認（ＣＯＮＮ　ＡＣＫ）はナースコール親機２に返信する（Ｓ２０９）。アダプタＰＢＸ
３や既存ＰＢＸ４は、受信した応答を内線ＰＨＳ端末５－Ａに向けて転送し（Ｓ２１０、
Ｓ２１１）、これにより、内線ＰＨＳ端末５－Ａ及びナースコール子機６－Ａ間の通話路
が確立される。
【００６０】
　上述したナースコール子機６の呼出ボタンが操作された場合には、グループ内端末呼設
定信号というＢＲＩのレイヤ３では規定されていない信号を取り扱うため、ナースコール
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子機６及びアダプタＰＢＸ３が特殊インタフェースに従うが、内線ＰＨＳ端末５からの呼
出の場合には、ＢＲＩのレイヤ３に準拠した処理を実行することは汎用的な処理を実行す
ることから好ましい。
【００６１】
（Ａ－３）実施形態の効果
　上記実施形態によれば、ＢＲＩ内線を収容することができないＰＢＸ（既存ＰＢＸ）を
用いて、ナースコールシステムを実現することができる。また、そのようなＰＢＸとの相
性などが良い端末（内線端末）を、ナースコールシステムに組み込むことができる。
【００６２】
　その結果、ナースコールシステムの開発設計を容易にできると共に、システムのコスト
を抑えることも可能となる。
【００６３】
（Ｂ）他の実施形態
　上記実施形態の説明においても、種々変形実施形態に言及したが、さらに、以下に例示
するような変形実施形態を挙げることができる。
【００６４】
　上記実施形態では、アダプタＰＢＸは、ナースコール親機からグループ内端末呼設定信
号が到来した回線に応じて、既存ＰＢＸへ個別の呼設定信号を送出する回線を決定するも
のを示したが、宛先の内線ＰＨＳ端末の番号などに応じて既存ＰＢＸへの送出回線を定め
るようにしても良い。
【００６５】
　また、上記実施形態では、ナースコールシステムの内線端末としてＰＨＳ端末を示した
が、他の移動体端末でも良く、さらには、所定の固定端末であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】実施形態に係るナースコールシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】実施形態のナースコール親機からアダプタＰＢＸへのグループ内端末呼設定信号
の構成を示す説明図である。
【図３】実施形態のアダプタＰＢＸの内部構成を示すブロック図である。
【図４】実施形態のアダプタＰＢＸから既存ＰＢＸへの呼設定信号の構成を示す説明図で
ある。
【図５】実施形態におけるグループ内端末呼設定信号及び個別の呼設定信号の流れを示す
説明図である。
【図６】実施形態におけるナースコール子機の呼出ボタンが操作された場合の一連の動作
を示すシーケンス図である。
【図７】実施形態におけるナースコール子機の呼出ボタンが操作された場合の一連の動作
における一部の内線ＰＨＳ端末への呼び出しを停止する動作部分を示すシーケンス図であ
る。
【図８】実施形態における内線ＰＨＳ端末からあるナースコール子機を呼び出す場合の動
作を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
【００６７】
　１…ナースコールシステム、２…ナースコール親機、３…アダプタＰＢＸ、４…既存Ｐ
ＢＸ、５－Ａ～５－Ｄ…内線ＰＨＳ端末、６…ナースコール子機、１０…第１のＩＳＤＮ
内線インタフェース回路、１０Ｐ…ＢＲＩ内線パッケージ、１１…ディジタルスイッチ、
１２…第２のＩＳＤＮ内線インタフェース回路、１２Ｐ…ＢＲＩ内線パッケージ、１３…
制御部、１３Ａ…グループ呼出処理部、２０Ｐ…ＢＲＩ外線パッケージ。
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